


【種鶏に対する注意】

1　制限事項
⑴　本剤は種鶏にのみ使用すること。
⑵　本剤の投与前には健康状態について検査し、重大な異常（重大な疾病）を認めた場合は注射しないこと。
⑶　対象動物が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質等を考慮し、投与の適

否の判断を慎重に行うこと。
・元気消失、食欲不振、発熱、異常呼吸音、下痢、重度の下痢疾患など臨床異常が認められるもの。
・疾病の治療を継続中又は治療後間がないもの。
・他のワクチン投与や移動などストレスを受けているもの。
・重度の皮膚疾患が認められるもの。
・明らかな栄養障害があるもの。

⑷　本剤の注射後、温度及び湿度管理など十分に注意し、数日間は安静を保ち、鶏に与えるストレスの軽
減を図ること。

2　相互作用
⑴　本剤には他の薬剤（ワクチン）を加えて使用しないこと。
⑵　本剤と鶏伝染性ファブリキウス嚢病生ワクチンとの同時投与を行わないこと。
3　適用上の注意
⑴　注射部位を厳守すること。
⑵　注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒した器具又は他の薬剤に使

用した器具は使用しないこと。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は、室温まで
冷えたものを使用すること。

⑶　注射部位は消毒し、注射時には注射針が血管に入っていないことを確認してから注射すること。
⑷　ワクチン容器のゴム栓は消毒し、無菌的に取り扱うこと。
⑸　同一鶏群に均一に免疫を付与させるため、同じ鶏舎内の鶏には同時にワクチンを投与すること。
⑹　汚染した注射針による細菌汚染を防止するため、注射針は投与中ときどき替えること。

【取扱い上の注意】
⑴　外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
⑵　使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
⑶　乾燥ワクチン瓶内は、真空になっており破裂するおそれがあるので、強い衝撃を与えないこと。
⑷　開封時にアルミキャップの切断面で手指を切るおそれがあるので注意すること。
⑸　本剤は使用直前に溶解し、溶解後は速やかに使用すること。
⑹　使用時よく振り混ぜて均一とすること。
⑺　一度開封したワクチンは速やかに使用すること。使い残りのワクチンは雑菌の混入や効力低下のおそ

れがあるので、使用しないこと。
⑻　使い残りのワクチン及び使用済みのワクチン容器は、消毒又は滅菌後に地方団体条例等に従い処分、

若しくは感染性廃棄物として処分すること。
⑼　使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集

運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。
⑽　使用した器具・器材は煮沸消毒後、水洗すること。

【保管上の注意】
⑴　小児の手の届かないところに保管すること。
⑵　直射日光又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。

貯法及び有効期間
⑴　2～5℃に保存する。
⑵　有効期間は製造後3年3か月間である（最終有効年月は外箱及びラベルに表示）。
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